
 

博物館改修の検討に係る進捗状況について 

令和５年12月 26日 

１ 意見の収集 

   ・博物館協議会（8/1）       ・東部小教研（生活・総合的学習）研修会（10/25） 

   ・教員のための博物館の日（8/5）  ・その他 

○博物館協議会（8/1開催）事務局提案  

 

 

 

いただいた意見に対す

る考え方は 資料７ の

とおり 

 （１）博物館法の改正等 

（２）「ふるさとキャリア教育」の推進 

（３）国史跡「史跡鳥取城跡附太閤ケ平」の変化 

（４）教育ＤＸの推進 

（５）新型コロナウイルスの影響と顕在化した課題 

（６）増え続ける収蔵資料 

○改修整備基本構想（中間まとめ）「第８章今後の進め方」より 

 （７）改修検討の進め方 

（８）東部地域の美術振興 

（９）改修工事中の資料の一時保管 

（10）外観（意匠）等の検討 

 

２ 改修整備基本方針（案）について協議手順 

（１）今回（12月 26日（火）） 

 ①協議内容：基本方針前半（ソフト）部分 

       ・第１章 基本方針策定の背景と経緯 

・第２章 県博の設置目的と使命      資料８ 

・第３章 必要な機能と事業計画 

②作成方針：上記１でいただいた意見を反映 

・博物館法が改正され、多様な役割が求められるようになったが、これまで

どおり「収集・保管」「展示・教育」「調査・研究」を根幹的な役割とする。 

・新たな取組だけを求めるものではなく、成果を上げているこれまでの取組

を含め、深め拡げる契機とする。 

 

 

 

 

 

  

 

（２）次回（３月予定） 

 ①協議内容：基本方針後半（ハード等）部分及び関係機関と調整を要すること 

       ・（仮）第４章 施設改修計画 

       ・（仮）第５章 基本方針の実現に向けて 

       ・鳥取市と調整を要すること 

・美術館と調整を要すること 

（３）次々回以降 

 ①協議内容：PPP/PFI 手法の活用に関すること 

 

資料６ 

委員の皆様には、今回の協議会でご覧いただいた改修整備基本方針（案）に 

ついて、１月１２日（月）までに意見をお寄せくださるようお願いします。 
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